
1 
 

東北⼤学学際科学フロンティア研究所テニュアトラック制度に関する内規 
 

制定 ２０１９年５⽉１４⽇ 
研 究 所 ⻑ 裁 定 

改正 ２０２１年５⽉１８⽇ 
２０２２年７⽉２７⽇ 
２０２３年５⽉２９⽇ 
２ ０ ２ ５ 年 ５ ⽉ ８ ⽇ 

 
（趣旨） 

第１条 この内規は、「学際科学フロンティア研究所の新たな⼈事戦略」（２０２４年１０⽉
２８⽇運営委員会承認）に基づく東北⼤学学際科学フロンティア研究所（以下「本研究所」
という。）におけるテニュアトラック制度に関する事項について定めるものとする。 

 
（⽬的） 

第２条 ⼈事戦略会議を経て国際卓越研究者として任期を定めて採⽤された本研究所の教
員が、任期後に上位職の任期の定めのない教員として本研究所において世界トップレベ
ル研究を推進することを⽬的とする。 

 
（定義） 

第３条 この内規において、次の各号に掲げる⽤語の意義は、それぞれ当該各号に定めると
ころによる。 

 ⼀ テニュア 国⽴⼤学法⼈東北⼤学職員就業規則（平成１６年規第４６号）第２条第２
項に規定する教員のうち、任期の定めのない教員としての⾝分 

⼆ テニュアトラック制度 テニュアトラック期間満了時までに、上位職のテニュア付
与に係る審査を⾏う仕組み 

三 テニュアトラック教員 テニュアトラック制度により雇⽤された教員 
四 テニュアトラック期間 テニュアトラック制度により雇⽤されてから５年の期間 
五 テニュア審査 本研究所で雇⽤されるテニュアトラック教員を本研究所で上位職の

テニュア教員として雇⽤することの適否に係る審査 
 
（テニュアトラック教員の職名） 

第４条 テニュアトラック教員の職名は、助教とする。 
 

（テニュアトラック教員の任期） 
第５条 テニュアトラック教員の任期は、国⽴⼤学法⼈東北⼤学教員の任期に関する規程
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（平成１６年規第７２号）に定めるところによる。 
 

(テニュアトラック教員の給与) 
第６条 テニュアトラック教員の給与は、国⽴⼤学法⼈東北⼤学職員給与規程（平成１６年

規第５５号）第 1 条の２第 3 号に定める第３号年俸制を適⽤するものとする。 
 

（同意） 
第７条 テニュアトラック教員を雇⽤する場合にあっては、テニュアトラック制度が適⽤

されることについて、労働条件通知書により雇⽤される本⼈の同意を得るものとする。 
２ 前項の同意を得る際に、テニュア審査等の実施基準について、併せて明⽰するものとす

る。 
 
（テニュア審査委員会） 
第８条 本研究所にテニュア審査委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
２ 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 
 ⼀ 本研究所内のテニュアトラック制度に関すること 
 ⼆ テニュア審査に関すること 
 
（委員会の構成） 
第９条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 
 ⼀ 研究所⻑ 
 ⼆ 各領域の教授（主査及び副査） 
 三 本研究所の専任の教授 
 四 研究所⻑が指名した者 
 
（委員会の委員⻑） 
第１０条 委員会の委員⻑は、研究所⻑をもって充てる。 
２ 委員⻑は委員会の会務を総理する。 
 
（中間評価） 
第１１条 委員会はテニュアトラック教員採⽤後３年度⽬に中間評価を⾏う。 
２ 中間評価の詳細については、別に定める。 
 
（テニュア審査） 
第１２条 委員会はテニュア審査を年１回⾏う。 
２ 委員会は、テニュアトラック教員のテニュアトラック期間満了直前の委員会において、
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テニュア審査を⾏う。なお、中間評価において顕著な業績を挙げたと認められたテニュア
トラック教員がテニュアトラック期間満了直前の委員会より前に実施される委員会での
テニュア審査を希望する場合は、テニュアトラック期間満了直前の委員会とは別に１回
に限り、テニュアトラック期間満了の前年度⼜は前々年度の委員会でテニュア審査を⾏
う。 

３ テニュア審査の結果は、本研究所運営委員会の議を経て、別紙１のテニュア審査結果通
知書により、本⼈に通知する。 

４ テニュア審査の実施基準等については、別に定める。 
 

（審査後の処遇） 
第１３条 前条第１項におけるテニュア審査に合格したテニュアトラック教員は、テニュ

アを付与した准教授とする。 
２ 前条第１項におけるテニュア審査のうちテニュアトラック教員のテニュアトラック期

間満了直前の委員会におけるテニュア審査に不合格であった者は、任期満了をもって退
職とする。 

 
（テニュア審査結果に対する不服申し⽴て） 

第１４条 テニュア審査を受けたテニュアトラック教員は、当該審査結果に対し、不服があ
る場合には、別紙２の申⽴書により、研究所⻑に対し不服申し⽴てを⾏うことができる。
なお、不服申し⽴ては、審査結果の通知を受けた⽇の翌⽇から起算して、１４⽇以内に⾏
わなければならない。 

２ 研究所⻑は、前項の申し⽴てに基づき、委員会において再審査を⾏い、その結果をテニ
ュアトラック教員に通知するものとする。なお、結果は、申⽴書を受理してから、３か⽉
後までに本⼈に通知するものとする。 

３ 委員会で再審査を⾏う場合には、新規の委員を加えるものとする。 
 

（テニュアトラック期間の延⻑） 
第１５条 テニュアトラック期間中、テニュアトラック教員が育児休業・介護休業等を取得

した場合において、当該休業等の期間の範囲内でテニュアトラック期間を延⻑すること
ができるものとする。 

 
（雑則） 
第１６条 この内規に定めるもののほか、テニュアトラック制度の実施に関し必要な事項

は、研究所⻑が別に定める。 
 
   附 則 
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 この内規は、２０１９年５⽉１４⽇から施⾏し、２０１８年９⽉１８⽇から適⽤する。 
   附 則（２０２１年５⽉１８⽇改正） 
 この内規は、２０２１年５⽉１８⽇から施⾏し、２０２１年４⽉１⽇から適⽤する。 
   附 則（２０２２年７⽉２７⽇改正） 
 この内規は、２０２２年７⽉２７⽇から施⾏し、２０２２年４⽉１⽇から適⽤する。 

附 則（２０２３年５⽉２９⽇改正） 
 この内規は、２０２３年５⽉２９⽇から施⾏し、２０２３年４⽉１⽇から適⽤する。 
   附 則（２０２５年５⽉８⽇改正） 
１ この内規は、２０２６年４⽉１⽇から施⾏する。 
２ 「学際科学フロンティア研究所テニュアトラック制度に関する内規に対する補⾜（２０

２１年５⽉１８⽇制定、２０２３年５⽉２９⽇改正）」は廃⽌する。 
３ 施⾏⽇前に雇⽤されたテニュアトラック教員には、改正前の内規（２０２３年５⽉２９

⽇改正）及び廃⽌前の内規に対する補⾜（２０２３年５⽉２９⽇改正）を適⽤する。 
  



5 
 

（別紙１） 
  年  ⽉  ⽇ 

 
 

XXXXXXXX 殿  
 
 

東北⼤学学際科学フロンティア研究所⻑ 
XXXXXXXX 

 
 

テニュア審査結果通知書 
 
 

東北⼤学学際科学フロンティア研究所テニュアトラック制度に関する内規第１１条の規
定に基づき、下記のとおり決定しましたので通知します。 

 
記 

 
１. テニュア審査の結果 可・否 

 
２. 審査結果の要旨 

 
３. 備考 

以上 
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（別紙２） 
 
 

申   ⽴   書 

年  ⽉  ⽇ 

東北⼤学学際科学フロンティア研究所⻑ 殿 

             （⽒名）           

私は、東北⼤学学際科学フロンティア研究所テニュア審査委員会によるテニュア審査の
結果、上位職のテニュア付与を認めないこととなった旨の通知を受けましたが、東北⼤学学
際科学フロンティア研究所テニュアトラック制度に関する内規第１３条の規定に基づき、
以下の理由により不服申し⽴てをいたします。 

〔審査結果の通知を受けた⽇〕    年  ⽉  ⽇ 

〔理由〕 XXXXXXXX 

 
 
 
 
 

〔添付資料〕 

・XXXXXXXX 

 


